
 

 

◆7割以上の企業で 1カ月当た

り 45時間超の所定外労働 
独立行政法人労働政策研究・研

修機構（以下、「LIJPT」）が従業

員数 100 人以上の企業 2,412 社か

ら回答を得た調査の結果、過去 1

年間における 1 カ月当たり所定外

労働時間は平均 24.5 時間でした。 

過去 1 年間に 1 カ月当たり 45

時間超の所定外労働を行った正社

員が 1 人でもいた企業の割合は

76.5％で、60 時間超が 61.4％、

80 時間超が 39.9％でした。 

1 カ月当たりの所定外労働時間

が 45、60、80 時間を超えた正社

員がいた割合が高かった業種は、

「建設業」「製造業」「情報通信

業」「運輸業、郵便業」「学術研究、

専門・技術サービス業」でした。 

◆約半数の企業が年間総実労働時

間を「短縮していく」と回答 
上記の現状を受け、年間総実労

働時間の今後の方向性について尋

ねると、「現状通りで良い」との回

答が 49.2％、「短縮していく」と

の回答が 45.7％でした。 

◆残業時間削減を経営戦略に

位置付けるのが効果的 
エン・ジャパンが 2014 年 7 月

から 8 月にかけて行った調査で

は、「業務分担やフローの見直

し」、「管理職への教育」、「残業の

事前申請制」の 3 つが、実施効果

のあった取組内容となっていまし

た。今回の調査でも、効果があっ

た上位 3 つは「経営トップからの

呼び掛けや経営戦略化による意識

啓発」、「所定外労働の事前届出制

の導入」、「仕事の内容・分担の見

直し」で、経営戦略として残業削

減に取り組むことが効果的である

と言えます。 

◆残業時間削減に効果的な取

組みとは？ 
なお、JILPT の調査結果では、

実施企業で所定外労働時間の短縮

効果が高かったのは、「強制消灯、

PC の一斉電源オフ」、「経営トッ

プからの呼び掛けや経営戦略化に

よる意識啓発」、「社内放送等によ

る就業の呼び掛け」、「労働時間管

理や健康確保に係る管理職向けの

研修・意識啓発」などの取組みと

なっています。残業削減に取り組

んでいるものの満足な効果が得ら

れていないという場合、上記のよ

うな取組みの導入を検討してみて

はいかがでしょうか。 

 

 

調査結果にみる「労使コミュ

ニケーション」の実態 
◆調査の概要 
厚生労働省から「平成 26 年労

使コミュニケーション調査」の結

果が公表されました。 

労使間の意思の疎通方法や、そ

の運用状況等、事業所・労働者の

意識の実態を調査したものです

（全国の事業所約 5,500（常用労

働者 30 人以上）とその事業所に

雇用される労働者約 6,400 人を対

象に、平成 26 年 6 月 30 日現在の

状況等について調査）。 

今回はその調査結果をいくつか

取り上げてみます。 

◆「労使関係の維持について」

の労使の認識 

「安定的に維持されている」「お

おむね安定的に維持されている」

を合わせた『安定的』と回答した

事業所は 86.9%、「どちらともい

えない」は 9.7%、「やや不安定で

ある」と「不安定である」を合わ

せた『不安定』と回答した事業所

は 1.6%となっています。 

一方、労働者の回答は、｢非常に

良い｣と｢やや良い｣を合わせた『良

好』が 53.5%、「どちらともいえな

い」は 33.6％、「やや悪い」と「非

常に悪い」を合わせた『悪い』は

12.8%となっています。 

◆「重視する労使コミュニケー

ション」 
事業所がどのような面で労使コ

ミュニケーションを重視するか質

問（複数回答）したところ、1 位

「日常業務改善」（75.3%）、2 位

「作業環境改善」（68.5%）、3 位

「職場の人間関係」（65.1％）とな

りました。一方、労働者の回答は、

1 位「職場の人間関係」（60.8%）、

2 位「日常業務改善」（51.7%）、3

位「賃金、労働時間等労働条件」

（50.6％）となっています。 

◆労働者個人の処遇に関する事項 
労働者個人の処遇に関して、不

平や不満を事業所に伝えたことが

ある労働者は 17.2%となり、その

方法としては「直接上司へ」が

71.3%、「労働組合へ」が 24.6%と

なっています。  

不平・不満の内容としては、｢日

常業務の運営に関すること ｣

（50.6%）が最も多く、｢賃金、労

働時間等労働条件に関すること｣

（39.0%）、｢人事（人員配置・出

向、昇進・昇格等）に関すること｣

（38.3%）が続いています。また、

不満等を伝えた結果、「納得のい

く結果が得られた」と「検討中の

ようである」がそれぞれ 19.3%、

「納得のいく結果は得られなかっ

た」が 49.3%となりました。 

 職場における「対話」が重要で

すね。 

ら交付された「離職票－１」（個

人番号欄は空欄）を離職者に交

付していただくこととなりま

す。 

Ｑ11 従業員から個人番号の提

供を拒否された場合、雇用保険

手続についてどのような取扱い

となるのか。 

（答）雇用保険手続の届出にあた

って個人番号を記載すること

は、事業主においては法令で定

められた（努力）義務であるこ

とをご理解いただいた上で、従

業員から個人番号の提供を求め

ることとなりますが、仮に提供

を拒否された場合には、個人番

号欄を空白の状態で雇用保険手

続の届出をしていただくことと

なります。その上で、再度、従

業員から個人番号の提供を求め

た上で、個人番号の提供があっ

た場合には、所定の様式により

提出していただくこととしてい

ます。 

 

 

平成 27 年度 最低賃金額引

上げの目安と企業の対応 
◆地域別最低賃金額改定の目安 
地域別最低賃金額が 10 月から

引上げとなる見込みです。引上げ

額の目安については、都道府県の

経済実態に応じ、A～D ランクに

区分されていますが、北海道の場

合は、C ランクに該当し１６円引

上げとなる予定です。 

・H27.10 月以降の 

北海道最低賃金７６４円 

◆今後の流れ 

現在、各地方最低賃金審議会で

上記の目安を参考に調査審議が

行われており、その答申を経て、

各都道府県労働局長が地域別最

低賃金を決定することとなりま

す。もっとも、提示された目安と

異なる地域別最低賃金額が定め

られた例は過去ほとんどなく、目

安額通りに決定されるものと考

えられます。 

◆引上げ前のチェックが必要 
最低賃金額に近い額で雇用契

約を結んでいる従業員が多い事

業場では、引上げ後の最低賃金額

を上回る額が支払われているか、

注意が必要です。時間給を計算し

てみると最低賃金額を割り込ん

でしまっているケースが、アルバ

イト・パートタイマーはもちろ

ん、正社員の場合であっても散見

されます。月給制や日給制の場合

は賃金額を労働時間数で割り戻

して時間給を算出し最低賃金額

と比較してみてください。 

賃金額が最低賃金額を下回る

場合には刑事罰が定められてお

り（最低賃金法 40 条、50 万円以

下の罰金）、悪質な場合には書類

送検の可能性もあります。「引上

げにきちんと対応できていなか

った」という“うっかりミス”が

多い部分ですので、10 月の引上

げ前に、再度、最低賃金額関連の

管理について見直しておきまし

ょう。 

 

 

残業時間削減効果の高い企

業における取組みとは？ 

「マイナンバー制度」雇

用保険関係の最新情報！ 
◆厚労省から続々と情報が公表 

8 月に入り、厚生労働省から雇

用保険関係のマイナンバー制度に

関する情報が続々と公表されてい

ます。まず、8 月 3 日に「概要リ

ーフレット」と、事業主向けの詳

細資料である「マイナンバー制度

の導入に向けて（雇用保険業務）」

が公表され、来年 1 月から使用す

るマイナンバー制度に対応した雇

用保険関係の様式案（7 月時点の

改正案）も公開されました。さら

に 8 月 5 日には「雇用保険業務等

における社会保障・税番号制度へ

の対応に係るＱ＆Ａ」が公表され

ています。 

マイナンバー制度に関する同省

関係の情報発信は、国税庁などに

比べると遅れ気味ではあります

が、ようやく出てきたといった感

じです。なお、個人番号について

は厳重な管理が必要とされている

ため、同省ではできるだけ電子申

請による届出を行うよう呼びかけ

ています。 

◆「Ｑ＆Ａ」の内容 
以下では、上記「Ｑ＆Ａ」の内

容からいくつかご紹介します（全

体版は『厚生労働省 マイナンバ

ー制度 雇用保険関係』で検索し

てご覧ください）。 

Ｑ７ 「離職票－１」は事業主が個

人番号を記載して離職者に交付

するのか。 

（答）「離職票－１」の個人番号欄

は離職者が記載することとして

おり、事業主はハローワークか
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